
 

 

 

 学校における健康診断は、教育活動の一環として生徒の健康の保持増進を図るために行います。 

そして、健康診断の役割は以下の二点が挙げられます。 

１ 家庭における健康観察を踏まえて、学校生活を送るにあたり支障があるかどうかについて疾病をスクリーニングし、 

健康状態を把握するという役割。 

２ 学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てるという役割。 

 

 

 

 

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

 

 

 

 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民

の育成を期して行われなければならない。 

 

 

 

 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、

健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除く。）の健康診断を行わなければなら

ない。  

２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 

 

 

 

 

学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を

軽減する等適切な措置をとらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 法第十三条第一項 の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由に

よって当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行

うものとする。  

２  第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者（第六条第三項第四号

に該当する者に限る。）については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。 

 

 

 

 

 法第十三条第一項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。  

一   身長及び体重  

二   栄養状態 

三   脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態  

四   視力及び聴力  

五   眼の疾病及び異常の有無  

六   耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無  

七   歯及び口腔の疾病及び異常の有無  

八   結核の有無  

九   心臓の疾病及び異常の有無  

十   尿  

十一   その他の疾病及び異常の有無 

  

２  前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。  

 

３  第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。  

一  小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条におい

て同じ。）の全学年  

二  中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条、第七条

第六項及び第十一条において同じ。）の全学年  

三  高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条にお

いて同じ。）及び高等専門学校の第一学年  

四  大学の第一学年  

 

４  第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等

専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号

及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。 

 

 


